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令和３年２月相模原市教育委員会定例会 

 

○日  時 令和３年２月１日（月）午前１０時から午後０時０６分まで 

○場  所 けやき会館２階 職員研修所 大研修室 

○日  程 

１.開  会 

２.会議録署名者の決定 

３.議  事 

日程第１（議案第 ３ 号） 相模原市体育館に関する条例等の一部を改正する条例につ 

いて（生涯学習部） 

日程第２（議案第 ４ 号） 令和２年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正に 

ついて（教育局） 

日程第３（議案第 ５ 号） 令和３年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算について 

（教育局） 

日程第４（議案第 ６ 号） 相模原市岩本育英奨学金奨学生の決定ついて（教育環境部） 

 

○出席した教育長及び委員（６名） 

教 育 長  鈴 木 英 之 

教育長職務代理者  小 泉 和 義 

委 員  平 岩 夏 木 

委 員  岩 田 美 香 

委 員  宇田川 久美子 

委 員  白 石 卓 之 

 

○説明のために出席した者 

教 育 局 長  小 林 輝 明  教 育 環 境 部 長  井 上   隆 
 
学 校 教 育 部 長  細 川   恵  生 涯 学 習 部 長  大 貫 末 広 
 
教 育 局 参 事  佐 野 強 史  教育総務室担当課長  藤 波 健 二 
兼教育総務室長           （総務企画班）           
 
教育総務室主査  的 場 秀 剛  教育環境部参事  佐 藤 洋 一 

兼 学 務 課 長  
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学務課担当課長  清 水 芳 枝  学 校 保 健 課 長  峰 岸 康 弘 
(就 学 援 助 班 ) 
 
学校施設課担当課長    富 岡 重 樹  学 校 教 育 課 長  篠 原   真 
( 計 画 班 )          
 
教職員人事課長   渡 部 賢 一  学校教育部参事  沖 本 健 二 
                                      兼教職員給与厚生課長 
 
教育センター所長  淺 倉   勲  相模川自然の村  渡 邊 直 展 
                                      野外体験教室所長 
 
青少年相談センター所長  水 野 正 人  生涯学習部参事  太 田 修 二 
                                 兼生涯学習課長 
 
文化財保護課長  仙 波 浩 美  生涯学習部参事  石 井 秀 樹 

       兼スポーツ課長 
 
生涯学習部参事  遠 藤   誠  相模大野図書館長  杉 山 吏 一 
兼 図 書 館 長          
 
橋 本 図 書 館 長  石 井   望  生涯学習部参事  兼 杉 千 秋                   

兼 博 物 館 長 
 

○事務局職員出席者 

教 育 総 務 室 主 事  甚 野 栄 美 
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午前１０時 開会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□開   会 

◎鈴木教育長 おはようございます。ただいまから、相模原市教育委員会２月定例会を開会

いたします。 

  本日の出席は６名で、定足数に達しております。 

  本日の会議録署名につきましては、小泉委員と平岩委員を指名いたします。 

  はじめにお諮りいたします。 

  本日の会議の日程２、議案第４号、「令和２年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算

の補正について」から日程４、議案第６号、「相模原市岩本育英奨学金奨学生の決定につ

いて」までは、会議規則の規定により公開しない会議として取り扱うことにご異議ござい

ませんでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎鈴木教育長 では、ご異議ございませんので、本日の会議は日程１については公開の会議

とし、日程２から日程４までについては公開しない会議といたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□相模原市体育館に関する条例等の一部を改正する条例について 

◎鈴木教育長 はじめに、日程１、議案第３号、「相模原市体育館に関する条例等の一部を

改正する条例について」を議題といたします。事務局より説明をいたします。 

○大貫生涯学習部長 では、お手元にあります右肩に議案第３号と書いてある資料の方をご

覧いただきたいと思います。 

  相模原市体育館に関する条例等の一部を改正する条例についてをご説明申し上げます。 

  こちらの議案は、スポーツに関する事務を市長が管理し、執行することとする相模原市

教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例が制定されたことに伴いまして、スポー

ツ施設の管理等の規定の改正、その他、所要の改正をすることについて、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律第２９条の規定により相模原市長から意見を求められたため、

これに同意いたしたく提案するものでございます。 

  資料を３枚おめくりいただきまして一番最後のページですね、議案第３号関係資料とな

っているものをご覧いただきたいと存じます。 

  １として改正の内容でございますが、(１)スポーツに関する施設の管理に係る規定の改
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正といたしまして、相模原市体育館、相模原市立総合体育館、相模原市立総合水泳場、相

模原市立グラウンド等体育施設、相模原市立相模原球場の各条例につきまして、教育委員

会が行うと規定されておりました箇所を市長が行うと改正するものでございます。 

  また(２)相模原市スポーツ推進審議会の属する執行機関に係る規定の改正といたしまし

て、教育委員会に属する相模原市スポーツ推進審議会を市長事務部局に属することとする

と改正するものでございます。 

  ２の施行期日等でございますが、いずれも令和３年４月１日の施行とし、経過措置とい

たしまして、施行日以前に教育委員会が行う処分、手続等は市長が行った行為とみなすこ

ととするものでございます。 

  以上で、議案第３号の説明を終わらせていただきます。よろしくご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

◎鈴木教育長 説明が終わりました。これより質疑、ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。 

◎白石委員 １点だけ、ちょっとお伺いいたします。 

  スポーツ施設のハード系の部分の移管という形かと思うのですが、地域で活動されてい

るスポーツ推進委員の方に関する位置付けですとか、活動の内容に変わりがあるのか、そ

の辺について質問させていただきます。 

○石井スポーツ課長 スポーツ推進委員に関する事務でございますが、スポーツ推進委員は

スポーツ基本法に基づき教育委員会が委嘱している非常勤職員でございます。こちら、市

長事務部局へ移管するという形になりますので、任命権者が教育委員会から市長となると

いうことで身分の取扱いが変わるということでございます。 

移管に伴いまして、教育委員会で相模原市スポーツ推進委員に関する規則を規定してい

るのですが、こちらを廃止して、新たに市長事務部局で相模原市スポーツ推進委員に関す

る規則を新たに制定させていただきます。推薦等につきましても、あと、活動につきまし

ても、これまでと変わらない形となります。 

◎鈴木教育長 大丈夫ですか。多分、懸念されているのは、スポーツ推進委員が市長部局の

所管になって、ただ活動が公民館でやっているというところを懸念されているのかなと思

ったのですけれども。その辺について、補足があれば。 

○石井スポーツ課長 今、教育長が申し上げたとおり、公民館を中心に活動いただいてござ

います。あと、様々な市のスポーツ事業にご協力をいただいているということでございま
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す。先ほど申し上げたとおり、推薦等については、公民館長を中心に行っていただくとい

うことと、あと公民館内での地域の体育事業に関わっていただくということは内容に変わ

りません。 

◎鈴木教育長 内容は変わらないということで、よろしいでしょうか。 

  他に、質疑、ご意見等ございますか。よろしいでしょうか。 

  質疑、ご意見等ありませんので、これより採決を行います。 

  議案第３号、「相模原市体育館に関する条例等の一部を改正する条例について」を原案

どおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎鈴木教育長 ご異議ございませんので、議案第３号は可決されました。 

  それでは、ここで、前回定例会後の私の活動状況等についてご報告いたします。 

  １月１８日、尾崎行雄を全国に発信する会との面会がございまして、尾崎咢堂杯演説大

会の結果報告、また、来年に向けての報告等を役員さんと市長と一緒に話を伺いました。 

  そのほかは、ご承知のとおり、今年に入ってから新型コロナウイルス感染症も児童生徒

に感染が広がっていますので、適宜、学校に行ったり、教育委員会事務局の職員と話をし

たり、対応を図っているところでございます。以上になります。 

  では、ここで次回の定例会予定日を確認いたします。次回定例会については、３月２６

日金曜日、午前９時３０分から第１特別会議室で開催する予定でよろしいでしょうか。 

  それでは、次回の定例会については３月２６日金曜日、午前９時３０分から開催する予

定といたします。 

  ここで暫時休憩いたします。なお、再開後の審議については、公開しない会議といたし

ますので、関係する職員以外の方は退室してください。 

（休憩・１０：０８～１０：０８） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□令和２年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について 

◎鈴木教育長 それでは、引き続き会議を続けます。 

  日程２、議案第４号、「令和２年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正につい

て」を議題といたします。事務局より説明をいたします。 

○佐野教育総務室長 議案第４号につきましてご説明申し上げます。 

  本議案は、令和２年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について、相模原市
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長から意見を求められたため、これに同意いたしたく提案するものでございます。 

  議案第４号、別紙、令和２年度相模原市一般会計補正予算第１４号教育委員会所掌分の

６ページをお開きいただきたいと存じます。 

  はじめに、教育費全体の補正についてご説明申し上げます。 

  「款５０ 教育費」でございますが、補正前の歳出予算額５３０億８,６７６万円から

９億１,２８６万円を減額し、５２１億７,３９０万円とするものでございます。 

  次に、教育委員会の所掌に係る予算の補正の内容についてご説明申し上げます。なお、

事業の確定及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う事業の中止や縮小による減額につ

きましては、説明を一部割愛させていただきます。 

  中段の「項５ 教育総務費」、「目１０ 事務局費」でございますが、説明欄１の職員

給与費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により会計年度任用職員の勤務

日数が減少したこと等に伴う通勤旅費の不用額等を減額するとともに、本年度の補正予算

に計上した学習支援員等の配置について、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交

付金を財源とすることとし財源の更正を行うものでございます。 

  「目１５ 教育指導費」でございますが、説明欄３(１)の学力保障推進事業につきまし

ては、新型コロナウイルス感染症の影響により、中学校における放課後補習の実施日数や

小学校５年生を対象とした学力調査の実施校が減少したこと等に伴う不用額を減額すると

ともに、国からの補助金額の確定に伴い財源の更正を行うものでございます。 

  説明欄４(１)の特別支援教育推進事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影

響により、協議会等の開催回数が減少したことに伴う委員謝礼の不用額を減額するととも

に、国からの補助金額の確定に伴い財源の更正を行うものでございます。 

  ８ページをご覧いただきたいと存じます。 

  「目２０ 学校給食センター費」でございますが、説明欄１の施設運営費につきまして

は、給食調理業務委託に係る入札差額を減額するとともに、本年度の補正予算に計上した

食材のキャンセル料等につきまして交付金を財源とすることとし、財源の更正を行うもの

でございます。 

  「項１０ 小学校費」、「目５ 学校管理費」でございますが、説明欄４の小学校教材

等整備事業につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により長寿命化改修工事等

の実施校数が減少したことに伴う工事対象校へ整備する予定であった物品の購入に係る不

用額等を減額するとともに、本年度の補正予算に計上した感染症対策物品の購入等に係る
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学校再配当予算につきまして交付金を財源とすることとし、財源の更正を行うものでござ

います。 

  １０ページをご覧いただきたいと存じます。 

  「目１０ 学校保健費」でございますが、本年度の補正予算に計上した食材のキャンセ

ル料等につきまして交付金を財源とすることとし、財源の更正を行うものでございます。 

  「項１５ 中学校費」、「目５ 学校管理費」でございますが、説明欄３の中学校運営

費につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止になった部活動等におけ

る各種大会への参加報奨金の不用額を減額するとともに、本年度の補正予算に計上した感

染症対策物品の購入等に係る学校再配当予算につきまして交付金を財源とすることとし、

財源の更正を行うものでございます。説明欄４の中学校教材等整備事業につきましては、

長寿命化改修工事等の実施校数が減少したことに伴う工事対象校へ整備する予定であった

物品の購入に係る不用額等を減額するとともに、本年度の補正予算に計上した感染症対策

物品の購入等に係る学校再配当予算につきまして交付金を財源とすることとし、財源の更

正を行うものでございます。 

  「目１０ 学校保健費」でございますが、説明欄１の中学校完全給食推進事業につきま

しては、学校の臨時休業に伴い喫食数が減少したことにより生じた委託費の不用額を減額

するとともに、本年度の補正予算に計上した食材のキャンセル料等につきまして交付金を

財源とすることとし、財源の更正を行うものでございます。 

  次に、関連する主な歳入につきましてご説明申し上げます。２ページにお戻りいただき

たいと存じます。 

  「款５５ 国庫支出金」、「項１０ 国庫補助金」、「目５ 総務費国庫補助金」でご

ざいますが、今年度の補正予算に計上した感染症対策経費につきまして、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金を見込むものでございます。 

  「項１０ 国庫補助金」、「目４５ 教育費国庫補助金」、「節３ 教育総務費補助金」

でございますが、外国人英語指導助手に係る経費につきまして、説明欄２の教育支援体制

整備事業補助金を新たに見込むものでございます。 

  「節２０ 小学校保健費補助金」及び「節３７ 中学校保健費補助金」でございますが、

小中学校のトイレ清掃業務委託に係る経費につきまして、学校保健特別対策事業補助金を

新たに見込むものでございます。 

  以上で、議案第４号の説明を終わらせていただきます。よろしくご決定くださいますよ
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うお願い申し上げます。 

◎鈴木教育長 説明が終わりました。これより質疑、ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。 

◎小泉教育長職務代理者 まず、全体的なことをお伺いしたいと思います。 

全体的な特徴で、やはりコロナの影響が非常に強かったのかなと思うのですけれども、

その辺はいかがでしょうか。 

○佐野教育総務室長 今回の補正でございますけれども、１つは、当初、一般財源で補正予

算を要求していたものにつきまして、国からの、いわゆる臨時交付金の額が決定をしまし

たので、それの財源更正というのが１点と、あと、各事業費でございますけれども、１つ

は学校の臨時休業等に伴いまして、様々な活動が中止あるいは延期になったことに伴いま

して、それに伴う不用額、こういったものを、今回、減額させていただいたものが主なも

のでございます。 

  また、学校の施設整備につきましても、コロナの影響によりまして、少し工事等の関係

の期間等の関係で先送りになったものがあるというふうにも承知しております。 

◎小泉教育長職務代理者 こういった、コロナという目に見えないといいますか、そういう

課題もとても多いと思うのですが、やはり、子どもたちの教育活動に支障がないような形

でやっていただけるのが苦しい中ですけども、よろしくお願いしたいなと考えています。 

◎鈴木教育長 他に質疑ございますか。よろしいですか。 

  ないようでしたら、これより採決を行いますが、よろしいでしょうか。 

  議案第４号、「令和２年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算の補正について」を原

案どおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎鈴木教育長 ご異議ございませんので、議案第４号は可決されました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□令和３年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算について 

◎鈴木教育長 次に日程３、議案第５号、「令和３年度相模原市教育委員会の所掌に係る予

算について」を議題といたします。事務局より説明をいたします。 

○細川学校教育部長 議案第５号につきまして、ご説明申し上げます。 

  本議案は、令和３年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算につきまして、相模原市長

から意見を求められたため、これに同意いたしたく提案するものでございます。 
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  議案第５号別紙、令和３年度相模原市一般会計予算教育委員会所掌分の１０ページをお

開きいただきたいと存じます。 

  はじめに、「款５０ 教育費」全体の予算額は、４４５億７,３４０万円で、前年度予

算額との比較では４６億６,０９４万円、９.５％の減少でございますが、スポーツ課の市

長部局への移管による影響を除きますと、２９億２,６７５万円、６.２％の減少でござい

ます。 

  次に、教育委員会の所掌に係る予算の主なものにつきまして、ご説明させていただきま

す。なお、令和３年度予算における主な施策につきましては、お手元の議案第５号関係資

料、令和３年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算、主な施策についてに一覧を記載し

ておりますので、併せて２ページ以降をご参照ください。 

  別紙、令和３年度相模原市一般会計予算教育委員会所掌分の１０ページにお戻りいただ

きまして、下段の「目１０ 事務局費」でございますが、説明欄１０の給付型奨学金につ

きましては、経済的な理由により高等学校等における就学が困難な生徒を対象として、返

還不要の奨学金を給付するものでございます。 

  １２ページをご覧いただきたいと存じます。 

  「目１５ 教育指導費」でございますが、説明欄４の創意ある教育活動事業、(２)中学

校夜間学級事業につきましては、様々な理由により中学校で学ぶことができなかった方を

対象とした中学校夜間学級を令和４年４月に設置するため、必要な環境整備及び生徒募集

等を実施するものでございます。(４)学力保障推進事業につきましては、基礎的・基本的

な知識及び技能の定着を図るため、児童の学習を支援する学習支援員の配置や生徒への放

課後補習等を実施するものでございます。(６)のキャリア教育・小中一貫教育推進事業に

つきましては、義務教育９年間にわたり、児童生徒が学ぶことと自己の将来とのつながり

を見通しながら、社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を身につけて

いくことができるよう、キャリア教育を推進するものでございます。 

  ６の国際教育事業、(１)外国人英語指導助手活用事業につきましては、英語教育の充実

と国際理解を深めるため、外国人英語指導助手を配置するものでございます。 

  ７の特別支援教育事業につきましては、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適

切な支援体制の充実を図るため、支援教育支援員や非常勤介助員、看護師を配置するもの

でございます。 

  １４ページをご覧いただきたいと存じます。 
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  下段の「目２５ 青少年相談センター費」でございますが、説明欄１の青少年教育相談

事業につきましては、青少年の心の問題に関わる来所、電話相談及び小中学校義務教育学

校への出張相談等を実施するものでございます。 

説明欄７の就学指導・相談事業、(１)支援教育指導事業につきましては、教育的支援が

必要な児童生徒に対応する教員等に対して指導、助言等を行う支援教育指導員を配置する

ものでございます。 

  １６ページをご覧いただきたいと存じます。 

  上段の「目３０ 野外体験教室費」でございますが、説明欄１の野外体験教室活動費に

つきましては、児童生徒の創造性、主体性を育成するため、相模川ビレッジ若あゆ及びふ

じの体験の森やませみにおける集団宿泊生活及び多様な各種体験活動の支援を行うもので

ございます。 

○佐野教育総務室長 続きまして、１６ページ中段をご覧いただきたいと存じます。関係資

料につきましては、８ページ以降をご参照ください。 

  「項１０ 小学校費」、「目５ 学校管理費」の説明欄９及び２０ページの「項１５ 

中学校費」、「目５ 学校管理費」の説明欄８の学校情報教育推進事業でございますが、

ＧＩＧＡスクール構想により整備したタブレットＰＣ等のＩＣＴ機器を活用した学校教育

の充実を図るとともに、児童生徒の出席状況や成績などを一元管理する校務支援システム

を運用するものでございます。 

  １８ページをご覧いただきたいと存じます。 

  上段の「目１０ 学校保健費」の説明欄４及び２２ページの「目１０ 学校保健費」の

説明欄３、学校環境衛生経費でございますが、学校における適正な環境を確保し、児童生

徒を疾病等から守り、教育の円滑な実施を図るとともに、新型コロナウイルス感染症対策

として保健衛生消耗品の整備やトイレ清掃業務委託を継続するものでございます。 

  １８ページにお戻りいただきたいと存じます。 

  説明欄７の学校給食単独校運営費につきましては、給食調理業務の委託により給食運営

の効率化を図るとともに、耐震改修が必要な給食室について、改修に係る調査、検討を実

施するものでございます。 

  中段の「目１５ 教育振興費」及び２２ページ下段の「目１５ 教育振興費」でござい

ますが、それぞれの説明欄２の要保護及び準要保護児童生徒就学援助費につきましては、

経済的理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対し、就学経費を援助するものでござ
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います。 

  １８ページ下段の「目２０ 学校建設費」及び２４ページ上段の「目２０ 学校建設費」

でございますが、それぞれの説明欄１、小学校及び中学校校舎改造事業につきましては、

市学校施設長寿命化計画に基づき校舎の長寿命化改修を実施するものでございます。 

  ２２ページをご覧いただきたいと存じます。 

  上段の「目１０ 学校保健費」でございますが、説明欄６の中学校完全給食推進事業に

つきましては、デリバリー方式による中学校給食の調理業務委託を行うものでございます。 

○大貫生涯学習部長 続きまして、ちょっとページ飛びまして２６ページをご覧いただきた

いと存じます。関係資料につきましては、１２ページ以降をご参照ください。 

  「項２０ 社会教育費」、「目５ 社会教育総務費」でございますが、説明欄４の家庭

教育啓発費につきましては、家庭及び地域の教育力向上のため、保護者や子どもに関わる

地域の大人に対して、学習機会及び情報の提供による支援を行うものでございます。 

  ２８ページをご覧いただきたいと存じます。 

  上段の「目１８ 文化財保護費」でございますが、説明欄４の文化財普及事業につきま

しては、市民の文化財に対する理解を深めるため、文化財等を活用した普及啓発事業を行

うものでございます。 

  中段の「目２５ 公民館費」でございますが、説明欄３、公民館活動費につきましては、

公民館で各種学級・講座等を開催するものでございます。 

  ３０ページをご覧いただきたいと存じます。 

  上段の「目３０ 図書館費」でございますが、説明欄２の図書資料充実経費につきまし

ては、市民が必要とする図書資料の充実を図るため、図書、新聞、雑誌、紙芝居等の収集

を行うものでございます。 

  下段の「目４５ 博物館費」でございますが、説明欄２の施設運営費、(１)資料収集保

存経費につきましては、分野ごとに博物館資料として必要な資料を収集、分類、整理し、

保管するものでございます。 

  ３２ページをご覧いただきたいと存じます。 

  「款５５ 災害復旧費」、「項２ 災害復旧費」、「目２０ 文教施設災害復旧費」で

ございますが、令和元年東日本台風により被災した藤野北小学校の安全確保が図られるま

での間、佐野川公民館における仮設校舎の賃貸借に要する経費を計上するものでございま

す。 
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  次に、関連する主な歳入につきましてご説明申し上げます。申し訳ありませんが３ペー

ジにページをお戻りいただきたいと存じます。 

  「款５０ 使用料及び手数料」、「項５ 使用料」、「目４５ 教育使用料」でござい

ますが、「節５ 財産使用料」から「節７０ 公民館使用料」までにつきまして、それぞ

れの施設等の使用料を見込むものでございます。 

  ４ページをご覧いただきたいと存じます。 

  上段の「款５５ 国庫支出金」、「項５ 国庫支出金」、「目１５ 教育費国庫負担金」

につきましては、小中学校に勤務する教職員の人件費に対する義務教育費国庫負担金を見

込むものでございます。 

  中段の「項１０ 国庫補助金」、「目４５ 教育費国庫補助金」につきましては、「節

３ 教育総務費補助金」から５ページの「節５０ 社会教育費補助金」までを見込むもの

でございます。 

  ５ページ下段の「目５０ 災害復旧費国庫補助金」につきましては、藤野北小学校仮設

校舎賃貸借料に対し、災害復旧費補助金を見込むものでございます。 

  ページは飛びまして、８ページをご覧いただきたいと存じます。 

  「款９０ 市債」、「項５ 市債」、「目４０ 教育債」につきましては、「節２ 教

育施設整備債」から「節３５ 博物館整備債」までを見込むものでございます。 

  以上で、議案第５号の説明を終わらせていただきます。よろしくご決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

◎鈴木教育長 説明が終わりました。これより質疑、ご意見等ございましたらお願いいたし

ます。 

◎小泉教育長職務代理者 よろしくお願いします。 

  令和３年度の教育費は、スポーツ課の移管関係を除きますと、対前年度比約２９億円、

６.２％の減ということですが、その主な要因であるとか、令和３年度の予算の特徴につ

いて教えていただけたらと思います。 

○佐野教育総務室長 令和３年度の予算につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響

によります財源不足が見込まれる中、まず、全庁的に予算編成に当たりましては、令和２

年度予算に対し、マイナス１９％のシーリングを設定されたこと、また、令和２年度中に

中止や縮小した事業は、令和３年度も中止、縮小を継続することなどの考え方を基本とし

た編成が求められたことを受けまして、教育委員会におきましても、この方針に従いまし
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て、校外活動や、さがみ風っ子文化祭の実施凍結、学校や社会教育施設における不急の修

繕費の削減などの見直しを行ったことから、本年度と比べまして大きく減額となったもの

でございます。 

  また、令和３年度の予算の特徴でございますけれども、学校教育分野について申し上げ

ますと、まずは本年度末に整備が完了いたしますタブレットＰＣ１人１台の環境を生かし

ながら、引き続きキャリア教育、学力保障の取組、英語教育のほか、学校における働き方

改革を推進するとともに、誰１人取り残さない温かさのある教育施策の一環といたしまし

て、中学校夜間学級の令和４年４月の設置に向けた取組を進めたいというふうに考えてお

ります。 

  また、引き続き非常勤介助員や看護師を配置し、教育的支援や医療的ケアを要する児童

生徒の支援を充実するほか、校舎等の長寿命化改修工事も着実に進め、教育環境の改善に

取り組んでいきたいというふうに考えております。 

  生涯学習分野について申し上げますと、市民の利便性の向上等のため、公民館の改修等

を実施していくということを考えております。 

  以上のように、コロナ禍における厳しい財政状況の中においても、学びを止めることの

ないよう配慮した予算編成としたつもりでございます。 

◎小泉教育長職務代理者 では、続けてお願いします。 

  １３ページの(４)学力保障推進事業についてですが、学力保障の取組における学習支援

員の配置は、どうなっているのか。また、放課後補習の成果、きっとあったと思うのです

けれども、その辺についてお話を伺えたらと思います。 

○篠原学校教育課長 学力保障事業につきましては、４点ございます。 

  まず１つ目は、学習支援員、こちらにつきましては、小学校３年生に２４校配置してお

ります。成果としましては、令和元年度に引き続き、児童一人ひとりの学習に寄り添うこ

とで学習に向けた意欲の向上が見受けられます。 

  続きまして、小学校補習になります。こちらは小学校３年生の国語と算数になります。

令和元年度の後期の事前・事後のテストの結果におきましては、国語で平均約１５％、算

数で約１１％の生徒ですが、伸びております。このほか、普段の授業でも発言するなど、

学習の意欲の向上につながっているところでございます。 

  ３つ目が、中学校補習になります。こちらにつきましては、中学校の２年生を主に対象

として行っております。生徒のアンケートからは、「分からないことが分かるようになっ
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た」「家庭学習の意識が高まった」などの肯定的な回答が多く見られております。 

  ４つ目が学びの調査になります。こちら、小学校５年生を対象に行っております。校長

会や担当者会での分析結果を共有するとともに、各学校での授業改善や独自の取組の推進

につながっていると捉えております。 

◎小泉教育長職務代理者 ４点の柱、どれもが前向きかと思うのですが、さらに、それを継

続するという意味で令和３年度の取組は、どういう展望でいらっしゃるのでしょうか。 

○篠原学校教育課長 令和３年度の学力推進事業についてですが、これまで、令和４年度以

降の在り方も含めて小中学校の校長や庁内で構成します学力向上・学力保障検討委員会で

検討を行っているところでございます。令和３年度におきましては、ＧＩＧＡスクール構

想において、児童生徒一人ひとりにタブレットＰＣが配備されます。補完という意味での

補習につきましては縮小・廃止を予定しておりますけれども、一人ひとりに配布されまし

たタブレットＰＣにはＡＩドリル等が入っておりますので、そういったところで、新たな

形態の補習等を検討してまいりたいと考えているところでございます。あくまでも補習等

につきましては補完的な意味がございますので、やはり、児童生徒が自ら学ぶ力、学びに

向かう力というところを育てていきたいと考えているところでございます。 

  また、学習状況の分析がより図れるように、これまで民間委託で小学校５年生に実施し

ておりました学びの調査を、４年生でも実施したいと考えております。ですので、３年生

で学習支援員を配置、４年生、５年生で学びの調査を行い、その学習の状況をしっかり把

握し、６年生での学力の学習状況相談につなげていきたいと考えております。 

◎小泉教育長職務代理者 学力保障というのは、すぐに成果が現れるというものではないか

と思います。継続的に長い目で、学校現場と連携しながら子どもたち、全ての子どもたち

の確かな学力の保障に向けて頑張っていただけたらと思います。 

  同じく１３ページの６番、キャリア教育・小中一貫教育の推進事業について、小中一貫

教育とキャリア教育との関連性ということは、どういうふうに捉えていらっしゃるのでし

ょうか。 

○篠原学校教育課長 まず、キャリア教育におきましては、児童生徒の社会的、職業的自立

に必要な基盤となる力を身につけるに当たって、発達段階を見通した一貫性、系統性のあ

る教育活動を行うことを重視しております。 

小中一貫教育につきましては、小学校と中学校が目指す子ども像を共有し、９年間を見

通した系統的な教育活動により、自立に向けて必要な力を育むことができることから、キ
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ャリア教育を具現化するに当たっての方策の１つと考えております。 

◎小泉教育長職務代理者 そのキャリア教育の推進に当たりまして、市教委としてはどのよ

うな支援を学校現場にしていくのか、具体的にお話をいただけるとありがたいです。 

○篠原学校教育課長 まず、昨年度におきましては、キャリア教育推進の手引を作成して、

全校に配布しております。また、全体計画、年間指導計画等の参考になる様式を各校に配

信しているところでございます。キャリア教育担当者会議をオンライン等で行っておりま

すけれども、それだけではなく、各計画とかキャリアパスポート作成に関する動画を作り

まして、各学校で自主検証できるような形でやっているところになります。また、先進的

な取組を行っているところもございますので、キャリア教育だより等を発行しているとこ

ろでございます。 

  もう１つが、本当に本市の特徴的な部分になるのですけれども、全中学校区、３６中学

校区にあるのですが、そこに一人の指導主事をつけております。３６中学校区に、中学校

区に担当指導主事がいますので、個別に指導、助言を行っている形になっております。引

き続き、学識経験者や校長会代表等で構成するキャリア教育推進委員会のご意見を伺いな

がら、進行管理を行ってまいりたいと思っていますけれども、こういう状況にございます

ので、急速ではなくて、緩やかな形で、緩やかな移行を含めて段階的に進めていきたいと

考えております。 

◎小泉教育長職務代理者 やはり、子どもを中心に据えた中で、教育委員会と学校現場が両

輪になって、今、まさに小中一貫教育またキャリア教育、子どもたちのより良い成長のた

めに頑張ってほしいなと考えています。ありがとうございました。 

◎鈴木教育長 他に質疑なのですけれども、ちょっとその前に、先ほどの１０ページ、教育

総務室長から説明はありましたが、多分、各委員、ちょっと分かりにくいと思うのですけ

れども、教育費全体では４６億６,０００万円の減少。非常にこれを見ると１割減ってい

るようなイメージを持たれると思うのですが、まず、スポーツ課の移管で２９億円は市長

部局に行っていますよ。それでも残り２７億円ありますと。 

  ところが、中を見ていただきますと、１８ページあるいは中学校費の２４ページになり

ますかね、学校建設費、この建物の改造等で前年に比べて２７億円減少しています。個別

の事業の中でやりくりはありますが、教育費全体で、経常的な経費で見ますと、大体２億

数千万円の減少という理解でよろしいのでしょうかね。 

○佐野教育総務室長 主な増減だけ少し述べさせていただきますと、例えば、先ほど申しま



－16－ 

した非常勤介助員の増員ですとか、夜間学級の設置準備といったようなことで、増額分と

しましては２億２,０００万円ほど増えてございます。 

  一方、減額要因でございますけれども、先ほども申しましたとおり、校外活動の凍結、

連合運動会ですとか、演劇鑑賞会ですとか、こういったものが中止となった、あるいは凍

結となったものに伴いまして、７,２００万円ほど。 

  そして、学校の通常の修繕費でございますけれども、これらを１億１,０００万円ほど

減額してございます。また、併せて生涯学習部が所管しております施設修繕も５,０００

万円ほど。こうした減額分を含めますと、約３億７,６００万円の減です。これを、主な

要因同士でございますけれども、差し引きいたしますと１億５,０００万円から２億円ぐ

らいの減額ということでございます。 

◎鈴木教育長 ちょっと数字が分かりにくいので、補足をさせていただきました。 

◎平岩委員 今までの話を伺っている中で、学習支援とかがタブレットＰＣで少しずつ変わ

っていくということは分かるのですけれども、ちょっと取りこぼしがないかということと、

それから、今回、予算が減っている中で、校外学習の凍結とか、そういったところを理由

に、本当だったら、もっとそれを子どもたちに対しては、それを、ではどうフォローして

いくのということをしっかりと見ていただきたいので、それを理由にちょっと補正予算の

ところもそうでしたけれども、減っているのだと、ちょっと考え方が違うかなということ

は気にしております。 

  それを踏まえた上で、英語のことも新しくなったものですから気になっておりまして、

英語に関しては、教育指導費に関しては前年よりも予算を取っていただいてますが、英語

教育アドバイザーを配置したことによる成果を、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○篠原学校教育課長 まず英語教育アドバイザーにつきましては、令和２年度の小学校学習

指導要領の実施に向け、平成３０年度から３年間の計画で学級担任等の英語力指導を目的

として配置したものでございます。検定教科書に基づいて、指導や学習評価について、指

導力向上に向けて取組を進めてきたところでございます。学級担任は、本市で作成しまし

た授業スタンダードに活用するとともに、英語教育アドバイザーが各学校を巡回して、指

導方法について助言を行ったことで、学級担任が学習指導要領に則ったＡＬＴを活用した

授業展開及びパフォーマンス評価等ができるようになっております。特に、このパフォー

マンス評価につきまして、全校一斉に実施するのは全国的にも稀なところですので、こう

いったことでは、かなり先進的な取組なのかなと思っております。 
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◎平岩委員 そうしますと、今後ということなのですけれども、小学校の英語に対する支援

なのですが、教育委員会としては、どのように取り組んでいくのかお伺いしたいと思いま

す。 

○淺倉教育センター所長 小学校外国語科につきましては、担当する指導主事が各校への指

導、助言を行うことを考えております。 

  また、小学校英語に関する研修の充実を図ってまいります。この２年間、ＣＡＮ－ＤＯ

リストと言われる小中一貫を意識した到達度を明確にした指導に関する研究を、本市の小

学校、中学校の教員が共同して行っておりまして、その研究成果がここでまとめられます

ので、これも取り入れた研修等を実施していく予定でございます。 

さらに、これまでのパフォーマンス評価における結果と課題を集約いたしまして、モデ

ル例を作成、提示などによって、より質の高いパフォーマンス評価が行えるように支援し

ていきたいと考えております。 

  英語教育アドバイザーにつきましては、３年間、各校を巡回する中で記録いたしました

市内の授業実践動画というのもございますので、これらをライブラリー化するなどして、

教員がいつでも参照して授業に生かせるような、こういった支援等を検討しているところ

でございます。 

◎平岩委員 よく分かりました。昨年、小学校で外国語が教科となったわけなのですけれど

も、とにかく、現在、新型コロナウイルスの影響がありまして、英語も、ほかの教科も、

これまでと違う授業方法というのを行わないといけない状況になっていると思います。そ

れプラス外国語の場合には、先生に対する教育力アップということも十分必要なわけです

ので、先生たちが自信を持って指導と、それから評価ができるように、これはしっかりと

取組の充実を図っていただきたいと思います。 

◎宇田川委員 それでは、私の方から、特別支援教育推進事業においてなのですけれども、

まず、医療的ケアについてですけれども、平成３１年度より医療的ケアというのを実施し

ていると思うのですけれども、現在の実施状況というものと、あと、さらに実施していく

中での今後の課題ということについて、併せて２点お伺いしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○篠原学校教育課長 まず、現在の実施状況についてでございますけれども、今年度につき

ましては、７名の児童に対し、看護師を配置し、医療的ケアを実施しているところでござ

います。今年度中に児童１名が手術を行いまして、医療的ケアが終了となる予定でござい
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ます。また、医療的ケアの実施内容につきましては、たんの吸引、導尿、酸素ボンベ等の

交換をしているところでございます。 

  今後の課題につきましては、令和３年度につきましては、医療的ケアを必要とする児童

について、現在把握しているところで、新たに３名の児童の入学が予定されております。

中長期的に医療的ケアを必要とする児童生徒の増加に対しまして、看護師の確保等が課題

として捉えております。 

◎宇田川委員 どうしても、まだまだ日本の場合には、そういった医療的ケアが必要なお子

さんが生まれたときに、保護者にすごく負担がかかってしまうという現状がある中で、と

ても重要なというか、大切な事業であるかなと思いますので、本当に看護師さんの確保と

か、結構課題が多いかなと思うのですけれども、引き続きお願いできればと思います。 

  続きまして、非常勤の介助員についても併せてお伺いしたいのですけれども、今年度及

び次年度の非常勤介助員の配置状況について教えていただけますでしょうか。 

○篠原学校教育課長 非常勤介助員の配置状況につきましては、非常勤介助員は、支援が必

要な児童生徒の学校における生活上の介助、いわゆる排せつですとか衣類の着脱、授業中

に必要に応じて行う支援等を行っております。今年度につきましては、小学校で１２５組

２５０名を６２校、中学校につきましては５２組１０４名を３１校、計１７７組３５４名

を９３校に配置しております。 

  次年度につきましては、４.５組９人増員いたしまして、１８１.５組３６３人分を予算

化する予定でございます。 

◎宇田川委員 次年度に向けて、また増員ということで、そういうふうに増員するというこ

とのきっかけにもなっているかなと思うのですけれども、今後の課題についても併せて教

えていただけますでしょうか。 

○篠原学校教育課長 課題につきましてですが、人材確保は、やはり課題だと捉えておりま

す。今年度につきましては、人材確保のために、広報を利用した募集ですとか、学校関係

者からの紹介、募集チラシ等の配布のほかに、新たに民間の人材募集サイトを活用いたし

ましたが、多様な方策により、必要な人材の確保を今後も努めてまいりたいと考えており

ます。 

◎宇田川委員 ちょっとまた、コロナの感染状況というものもあるので、なかなか人材確保

という観点からも結構厳しいこともあるのかなと思うのですけれども、広く民間の人材募

集サイトを活用したということなのですけれども、そのようなことで、やはり、相模原の
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市民の中からも、豊富な人材というものがまだ見えてこない状態というか、出会えていな

い状況というのがあるのかなと思うので、その辺のところとつなげていっていただいて、

今後、支援が必要な児童生徒に、安全で円滑な教育活動というものを、やっぱり実態に即

した形で保障していくということのためにも、引き続き努力を、今でも十分努力してくだ

さっていると思うのですけれども、さらに、進めていっていただければなと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

◎平岩委員 今、人材確保という言葉で出てまいりまして、特別支援に関してももちろんそ

うなのですが、それ以外のところでも教育に関した人材確保ということがやっぱりこれは

とても大切なんだと思いますが、そこでちょっと見方を変えまして、働き方とかその辺の

ことでお伺いしたいと思います。 

  先ほど関係資料の中で、負担軽減を図るためにスクール・サポート・スタッフという言

葉が出てきておりました。このスクール・サポート・スタッフの業務内容について、それ

から令和３年度ということになりますが、配置人数などについて教えてください。 

○渡部教職員人事課長 スクール・サポート・スタッフの業務内容についてでございますが、

学習プリントや通知類の印刷、配付準備、パソコンによるデータ入力、集金補助などの業

務を行っております。今年度は新型コロナウイルス感染症防止、拡大防止のため、校内の

消毒作業や清掃も行っております。 

  令和３年度における配置人数につきましては、令和２年度当初予算と同様に７２人の配

置を維持する予定でございます。内訳としましては、週２日勤務が４０名、週４日勤務が

３２名の予定です。 

◎平岩委員 ７２名を配置予定ということなのですが、どうでしょうか。この配置をする上

で、人材確保も含めまして課題はありませんでしょうか。 

○渡部教職員人事課長 現在のところでございますが、ほぼ予定どおりの人材確保ができて

おります。しかし、地域によっては登録者数に偏りがあるため、人材確保は課題と考えて

おります。 

  元教員、元ＰＴＡ役員、保護者、教員を目指す学生などを採用することを想定しており

ますが、職員室での業務のため、学校との信頼関係が重要となります。 

  なお、採用につきましては、公募を行い教育委員会が配置校と相談して決定しておりま

す。 

◎平岩委員 もう少しお伺いしたいと思います。このスクール・サポート・スタッフの以外
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にも先生たちの業務負担を軽くするために専門スタッフを配置していると思いますが、今

年度、令和３年度における配置状況というのを教えてください。 

○渡部教職員人事課長 現在、各校を巡回するスクールソーシャルワーカーなどのほか、青

少年教育カウンセラー、観察実験アシスタント、図書整備員など、様々な専門スタッフを

全校に配置しております。 

  本市の財政状況が厳しい中におきましても、教員が授業の準備や児童生徒と向き合う時

間を確保することができるよう、令和３年度も引き続き、令和２年度ベースで予算化して

おります。 

  専門スタッフの継続的な配置により、引き続き学校現場の支援を進めてまいります。 

◎平岩委員 先生方、教職員の働き方の改革というのはやはり、これは子どもたちと向き合

う時間を確保するためというのがこれは一番大きな目的だと思っています。 

  それも含めまして、働き方改革について、今後、一層取り組んでいっていただきたいと

思います。そして、先生たちの負担軽減を図るためになのですが、どこにどういうふうに

配置したらいいのかということをしっかりと見極めていただきまして、学校の現場の先生

方と一体になって進めていただきたいと思います。 

◎宇田川委員 そうしましたら、学校情報教育推進事業に関してなのですけれども、今年度

中に児童生徒１人１台のタブレットＰＣというものが実現するということで、その活用方

法についてなのですけれども、どのように授業に組み込んで、効率化ですとか、効果的に

ということを図っていくのかということについて伺いたいと思います。 

○淺倉教育センター所長 学校の授業におきまして、タブレットＰＣを日常的に活用するこ

とにより、個に応じた学びの充実や主体的、対話的な授業づくりを実現することを目指し

てまいります。 

  １人１台タブレットＰＣを活用するその効果といたしまして、プリントなど資料の配付

にかかる時間や学級の全員の意見を確認する時間などが削減でき、授業の効率化を図るこ

とが可能だと考えております。 

  さらに、児童生徒の特性に応じた教材提示や、オンラインのドリル、自動翻訳などＡＩ

技術の活用により、個に応じた学習の支援が充実するものと考えております。 

◎宇田川委員 １人１台のタブレットＰＣというものを活用することで、その個に応じた教

育ですとか、主体的、対話的な授業づくりということの実現に向けて活用していただけれ

ば、それはすごく大事だなと思うのですけれども、ただ、教員間で、やはりそのタブレッ
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トＰＣの取り扱いについて、どうしても個人差というものが出てくるかなと思うのですけ

れども、そういったところにも関連してなのですけれども、教員へのサポート体制はどの

ようになっているでしょうか。 

◎鈴木教育長 今は２月１日なので、このタブレットＰＣ、あるいは校内ＬＡＮの配備状況

の全体をちょっと一度教育委員に説明をしていただいて。 

○淺倉教育センター所長 今年度の状況でございますが、まず学校の高速大容量のネットワ

ークを整備するという校内ＬＡＮ工事、それから教室に充電ができる保管庫、電源キャビ

ネットと言っておりますが、この整備につきましては、１月の末日で全ての学校、全学校

の工事が終わったところでございます。 

端末につきましては、２度の国の補正事業を活用いたしまして、３分の２に当たるもの

につきましては年内、それからさらに、残りの３分の１につきましても、年明けにほぼ導

入が済んでおりますので、全ての子どもたちが使用できるものは整備が終わったところで

ございます。 

また、活用する教員の分も必要ということで、１２月の補正予算の方で計上しておりま

して、これにつきましても、３月、これは年度内ぎりぎりになりますけれども、教員が活

用するタブレットＰＣも整備が終わるということで、４月からは全て予定したものを活用

して学習が始められるという状況にはなっているところでございます。 

  委員が今、ご質問をいただいたことですけれども、おっしゃりますように授業において

タブレットＰＣを効果的に活用するために、教員のＩＣＴスキルの向上というのは、今後

も重要な部分になってくると思います。 

  これまで、プログラミング教育など、機器準備や授業支援について、コンピューターア

ドバイザーが大きく関わることで、本市の情報教育の推進が図られてまいりました。  

タブレットＰＣの活用につきましても同様に、ＰＣアドバイザーの協力を得ながらサポー

トしていきたいと考えております。 

また、教育センター等での研修や指導主事が学校に出向く訪問研修など、研修体制とい

うのも多彩な形で充実させていく予定でいきますので、それらで教員のサポート体制の充

実を図っていきたいと考えております。 

◎宇田川委員 ぜひ、そのような形で効果的に活用できるように進めていっていただければ

なと思っております。 

  それで実際のところ、やはり１つの学校の中でも、一人ひとり、先生方によって、いろ
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いろ工夫して取り組んでいらっしゃると思うので、その工夫というようなところが学内で

も何か共有できるような機会ですとか、さらには学校間の差というものも出てくるかなと

思いますので、同じように公平に、相模原市の子どもたちにとって、真に意味をもって、

学習活動に活用できるようにというようなことがお願いできればと思います。 

◎白石委員 今、タブレットＰＣのお話が出ておりましたけども、ちょうど昨日、うちの６

年の息子に今、学校でこのタブレットＰＣどう、使っているとかという話は聞いてみたの

ですけども、２学期の早めのうちにもらったことはもらったらしいのですけど、まだ数回

かしか使ったことないというような話でした。 

  学校によって違うのか、先生によって違うのか、その活用の度合いが、ちょっと差があ

るのかなとか、ということを感じたりしまして、ぜひ、その辺の活用度合いがどのように

なっているかとか、今後、また調べていただければなというのと、なるべく学校なり、先

生によって活用に差がないようなサポートをしていただければと思います。 

  それはお願いでして、続きまして、中学校夜間学級事業についてお伺いをしたいと思い

ます。中学校の夜間学級では、どのような教育を行うのか、お伺いいたします。 

○篠原学校教育課長 中学校夜間学級につきましては、様々な理由により、義務教育を受け

られなかった方に中学校の学習指導要領に基づいた教育を行うものでございます。また、

運動会や文化祭、校外学習などの教科学習以外の活動も通じて、人との関わりや社会で生

きていく力を養っていきたいと考えております。 

  生徒につきましては、中学校を卒業していない方、不登校を経験した方、日本語の理解

が不十分な外国人の方など、一人ひとりの学習状況や目標が異なると考えていることから

教科学習のための日本語指導や小学校段階の学習なども整備していきたいと考えておりま

す。 

◎白石委員 この中学校夜間学級の設置に向けた令和３年度の取組について伺いたいと思い

ます。また、決まっていれば定員ですとか、年齢制限ですとか、そこら辺もございました

ら併せてお伺いしたいと思います。 

○篠原学校教育課長 まず、令和３年度の取組ということで、まずは場所なのですが、神奈

川県立神奈川総合産業高校、前の相模台工業高校ですけれども、その一部を借用し、令和

４年４月に大野南中学校の分校として設置を目指してまいりたいと考えております。 

  他の市町村から通える広域的な中学校夜間学級とするために、神奈川県教育委員会が設

置する協議会において、他市町村の教育委員会と受け入れ方法や費用負担などの具体的な
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調整を進めてまいりたいと考えております。 

  設置に向けた準備といたしましては、令和３年度には主に職員室のＩＣＴ環境の整備や

備品購入など、必要な環境整備を行いたいと考えております。 

  現在、考えているところでありますけども、夏ごろから説明会や生徒募集を開始、１２

月ごろに入学者を決定してまいりたいと考えております。 

  ご質問のありました年齢ですとか、定員等につきましては、今後、県教育委員会、他の

自治体と調整を図ってまいりたいと考えております。 

◎白石委員 大野南中学校の分校ということで、ちょうどうちの息子が大野南中学校で、ほ

とんど学校に行けていないので、いつお世話になるか分からないのですけれども、義務教

育に相当する学習を十分に受けられなかった方への学び直しの場ということなので、いつ

そういう機会、思いに至るかということもあるかと思うのですが、ぜひ令和４年の４月に

広域的な仕組みとして設置できるように準備を進めていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

◎鈴木教育長 夜間学級につきましては、私も県の教育長とも話をして、やはり誰１人取り

残さないという中に今、学校教育課長から説明があったとおり、外国籍の児童生徒ですと

か、あるいは形式的な卒業、あるいはご高齢で再度学び直しをしたいと、いろいろなニー

ズはあると思います。 

ただ、今回のスキームは、市立の中学校でありながら広域的に受け入れるというもので

すから、広域的な部分は県の財政的なもの、市の部分については市という、ちょっと全国

でも変則的な取組になると思います。都道府県がつくる例もありますし、政令市あるいは

一般の市でも、普通はそこの自治体の市民を対象にということで設置します。 

私が今まで取り組んでいる中で一番大きいなと思ったのは、今までいろいろな市民の方

が外国籍児童などの支援をしていますけど、中学校の教育課程をしっかりやりますので、

卒業証書が出て、それで次のステップ、高校へ進むことができるというところ、卒業がで

きるというところが一番大きいかなと。 

  引き続き、神奈川県教育委員会とよりよい形で取組を進めていきたいと思っています。 

◎岩田委員 私の方からは就学援助制度に基づく、その就学奨励金のことについてお尋ねし

たいのですが。 

  今回、交付認定基準の見直しを行ったというので、その考え方についてまず教えてくだ

さい。 
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○佐藤学務課長 今回の応募認定基準の見直しの考え方についてでございますけれども、私

どもといたしましては、真に支援を必要とするものを対象とすべく、交付認定基準を見直

すとともに、眼鏡購入費の支給単価等も併せて見直しを行いまして、経済的により困難な

状況にある方に対して、支援を充実するというような考え方に基づき、見直しを行うもの

でございます。 

◎岩田委員 できましたら、見直しの具体的な内容と見直しをした結果の対象になる人数と

かも教えてください。 

○佐藤学務課長 具体的な見直しの内容についてでございますけれども、まず３点ほどござ

いますが、まず１点目といたしまして、交付認定基準の見直しということで、これはこれ

まで持ち家の方と、それから賃貸の方と分けて基準を設けておりましたけれども、住居区

分を統一いたしまして、現行の持ち家区分と同水準とするということでございます。これ

によりまして、２人世帯、あるいは３人世帯、いわゆる少人数世帯の方たちの基準を引き

上げるというような形にさせていただいているというのが１つ目でございます。 

  それから２点目といたしまして、眼鏡購入費の見直しということでございます。これに

ついては、これまで毎年１回ですけれども、１万２,０００円を上限として援助をしてい

たものですが、これの上限額を１万２,０００円から５,０００円にというような形にさせ

ていただくと。これは実勢価格に合わせて減額をさせていただくということです。併せて、

交付の頻度ですけれども、毎年としていたものを３学年に１回ということで区分の設定を

させていただくというものでございます。 

  それから３点目でございますけども、卒業アルバム代の追加ということで、これまで支

援は行っておりませんでしたけれども、小学校６年生、それから中学校３年生、これは卒

業に際して、卒業アルバムをつくるということで、私どもの方で調べましたところ、ほぼ

全員の方がこのアルバムを購入するというようなこともございますので、また国の援助項

目にも対象項目としてございますことから、今回のこの卒業アルバム代を新たに追加させ

ていただくという見直しの内容でございます。 

  それから、この見直しに応じて人数等の、どのぐらい影響が出るのかというようなこと

でございますけれども、今回の交付認定基準に伴いまして、新たに交付対象となるのは、

２人世帯、３人世帯の少人数世帯ですけれども、８９世帯９２人の方が新たに交付対象と

なります。 

  それから、交付対象外となるのは、今回の基準の見直しによりまして、２５３世帯の方
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が残念ながら今回の見直しによりまして、交付対象外となるような見込みでございます。 

  それから卒業アルバムにつきましては、対象者約１,６００名ということで見込んでい

るところでございます。 

◎岩田委員 考え方として、真に支援を必要とする方を対象とするというのは大事なことか

と思いますし、相模原市の場合は賃貸だけではなくて、持ち家の方も対象にしているとい

うのは今、最近ニュースでも、コロナによって家のローンが払えないので、家を手放すみ

たいなことを考えると、持ち家の方も対象にしているということはすごく評価できるかと

思います。 

  でも、その真に支援を必要としている人ってなったときに、実家とかで親御さんの代か

ら家を持っていてローンの返済がなくても、この基準でいくとクリアされるんではないか

なと思うのですけども、その辺の状況について確認していくのでしょうか。その辺を教え

てください。 

○佐藤学務課長 住宅ローンにつきましては、現状におきましても、このローンがあるか、

ないかというような区分は設定をしていません。見直し後においても、現行と同水準の基

準とすることから、住宅ローンを完済している人についても引き続き、本奨励金の対象と

する考えでございます。 

  したがいまして、今後、住宅ローンの有無について改めて確認するようなことは考えて

いないところでございます。 

◎岩田委員 確かに手続的には大変だと思うのですが今回、２５３世帯の対象外になるとい

う人のしんどさと、家のローンはないのだけども今の収入が低くて、この対象になるとい

う人のところの生活を思い巡らすと、少し、もしかしたら今後、検討が必要になってくる

かなと思います。 

  ほかの内容のところで言いますと、その眼鏡のところでありますが、眼鏡が今まで１万

２,０００円だったのが５,０００円になるというところで、実勢価格に合わせていただい

たということですけども、平均が１万円ぐらいのところ、最低のところでも５,０００円

ぐらいでできているからとなったときに、やはりその援助を受けている人は最低ラインで

いいのだみたいなことだと、その福祉でいうところの劣等処遇的な考え方にもつながるよ

うな気もするので、どちらかというとやはり平均値でとってもらいたいなということと、

今度、区分が毎年から３年に１度というふうになったときに、やはり子どもたちは成長し

ているときに、この３年に１度で、眼鏡が合わなくなったときはどういうふうにされるの
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か。その学習保障というところから、どうされるのかというところも教えてください。 

○佐藤学務課長 見直し後につきましては、先ほど来申し上げましたとおり、３区分により

１回の援助ということを原則としておりますが、眼鏡作成後に委員がおっしゃるとおり視

力低下が進みまして、同一区分内、これは３年に１回という同一区分ですけれども、その

期間に使用中の眼鏡の度数が合わなくなったときなど、医師から眼鏡作成の必要があると

いうようなことを認められた場合につきましては、学習保障の観点からも何らかの対応を

要することが必要だと考えております。 

  したがいまして、実際に影響が生じるのは、この制度の見直しをした翌年になりますか

ら、令和４年度以降になりますけども、この取扱いにつきまして望ましい援助の方策です

とか、その支援の仕組みについて、今後、検討してまいりたいと考えております。 

◎岩田委員 でも、この相模原市の就学援助の制度というのは、私の教育なり、研究におい

ても本当に他市と比べても、制度としても運用面でも、とっても丁寧に行われていてすご

く私も個人的にも評価していたというところもあって、ちょっといろいろ質問をして申し

訳ないのですが、何で今この時期なのかと思っていて、どんどんニュースでも出ているよ

うに親御さんの生活というのは厳しくなっているところで、その結果、そのコロナでどう

なった結果というところで、相模原市の就学援助制度をどうやってデザインしていくのか

と、せめて１年延ばしするみたいなことは考えられなかったのか教えてください。 

○佐藤学務課長 新型コロナウイルスの感染症の影響下において、より困難な状況にある方

を対象とするというようなことも今回の見直しの大きな主眼でありました。 

  そういったことから、今、見直しが必要となっている状況になっているということを

我々は考えております。 

  この度の制度の見直しにつきましては、給付額の拡充を含めて、繰り返しになりますけ

ども、真に支援を必要とする方への子育て支援の充実を図るための見直しであると考えて

いることから、先延ばしということは考えていないところでございます。 

◎岩田委員 相模原市の財政状況を考えると、学務課としてこの形に見直しでも、この形に

してくださったというところは、すごく努力していただいたなと評価できるかと思うので

すけども、でも、先ほども言ったように、２５３世帯が対象外になるというところで、今

回の見直しはするけども、今後の動向については、かなり丁寧に注目していただいて、さ

らにまた今後プラス配分という見直しはこの財政状況では厳しいかもしれないけれども、

でも市長が言うところの誰１人取り残さないというところに逆行することのないような形
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で、今後の動向に応じた対応をしていただくことをお願いしたいなと思います。 

◎鈴木教育長 教育委員会事務局で、この点については当然、議論させていただいて、一斉

休校のときも会社をクビになった方がいるので、急激に所得が減った方についても今、運

用で、そういう方は所得申請というか、申請を出していただいて就学援助の対象にするよ

うな弾力的な運用を図っています。 

  ただ、学務課長が申し上げたとおり、行政というのは税収をどう分けていくか、これを

充実させるんだったら、どこかは削っていくという観点で、では、より必要な方に厚くし

てという観点で、今回、見直しをさせていただきました。 

  岩田委員がおっしゃるとおり、その状況については、実際に始まった段階で、もう１回

検証する必要あるのかもしれませんので、それについては今後、また事務局の方でも検討

させていただきたいと思います。 

◎岩田委員 今度は学校の長寿命化の工事のことにについて、対象となる学校数とかを教え

てください。 

○富岡学校施設課担当課長 令和３年度予算に計上しております対象校についてございます

けれども、清新小学校、大野南中学校、旭中学校でございます。清新小学校と旭中学校は

長寿命化改修工事を、大野南中学校については改築の工事をそれぞれ予定しております。 

  それから、令和２年度の１２月補正におきまして、小学校４校分、中学校５校分、それ

の繰越明許予算を充てまして、長寿命化改修工事を予定しているところでございます。 

◎岩田委員 その工事のスケジュールについても教えてください。 

○富岡学校施設課担当課長 工事のスケジュールにつきましては、令和３年度の当初予算の

工事につきましては、令和３年度年度明けに入札の公告をいたしまして、令和３年度内に

工事を行う予定になっております。原則、長寿命化改修工事につきましては、夏休み期間

を中心に行う予定でございます。 

◎鈴木教育長 ちょっと、もう１回整理をしたいのですけど、１２月補正で小学校４校、中

学校５校、その入札は今、終わっているのですか。今、進行中かなという気がするのです

けど。それが１個。それと新年度では１校ずつ長寿命化をやっているので、来年度工事を

やるのは小学校５校、中学校６校という理解でいいのか。お願いします。 

○富岡学校施設課担当課長 現在、繰越の対象になっている小学校４校、それから中学校５

校につきましては、入札の公告をしているところでございまして、今年度末の契約を目指

して今、調整をしているところでございます。 
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  工事につきましては、今申し上げたその繰越の対象校につきましては、年度末に契約を

いたしまして、年度明けにする工事を開始する予定になっております。 

  令和３年度の予算で組んでいる学校につきましては、年度明けに入札の公告をし、契約

をいたしますが、いずれにつきましても、中心となるのは夏休みの期間の工事になってお

ります。 

  いずれにおきましても、令和３年度中に工事を行う予定になっておりますので、校数に

つきましては、教育長が申し上げたとおりでございます。 

◎岩田委員 関連して、その学校の今の長寿命化でなくて、学校の運営に関する直接の予算

というのは令和２年度と比較して、どのような状況になっているか教えてください。 

○佐藤学務課長 再配当予算という形で、各学校で執行できる予算を配置しておりますけれ

ども、この再配当予算ですけれども、校舎等維持補修費、それから学校運営費、それから

教材等整備費、これらで学校再配当予算としておりますけれども、小中学校の合計で令和

３年度当初予算につきましては、４億３,９１７万円となっております。これは対前年度

比で言いますと４,３４７万円という減額という形になります。 

  本市全体の令和３年度当初予算額につきましては、令和２年度当初予算額に対して、一

般財源ベースですけども、マイナス１９％というシーリングが設定されております。 

  ということなのですけども、学校現場の影響を鑑みて、この再配当予算につきましては、

４,３４７万円減額になっておるのですが、これは約９％の減額に留めているというよう

なところでございます。 

  それから直接学校に関連するものといたしまして、蛍光管、あと乾電池の収集運搬業務

ですとか、それからカーテンクリーニング、こういったものがあるのですけれども、こう

いった不急な事業に係る予算については、一時凍結をさせていただいているというような

状況です。 

◎岩田委員 状況が分かりました。ただ、子どもたちの学びのためには、こういったハード

面であるとか、ソフト面といろいろな意味で学校のその現場の環境というのは大きなファ

クターになっていると思いますので、今後も不急な事業について学校の運営に支障がない

ように、これについても今後の動向に応じて柔軟な対応していただきたいなと思います。

よろしくお願いします。 

◎白石委員 それでは、すみません公民館の関係につきましてお伺いをしたいと思います。 

  公民館、各館で施設の老朽化が進んでいまして、これまでも計画的に改修について取り
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組んでこられたことを承知しておりますけども、今後の取組の状況の予定につきまして、

お伺いしたいと思います。 

○太田生涯学習課長 公民館の改修につきましては、相模原市一般公共建築物長寿命化計画

等に基づきまして計画的に維持、保全に取り組んでいるところでございます。引き続き取

り組んでまいりたいと思います。 

  今後の取組ということで、令和３年度につきましては、陽光台公民館のエレベーターの

更新に伴う工事、それと、星が丘公民館の改修に向けた基礎調査、この基礎調査というの

はコンクリート、躯体等のコンクリートの状況がどうかとか、そういったものを調査する

ものでございますが、その調査を実施する予定でございます。 

◎白石委員 星が丘公民館の基礎調査を行っていくというお話ありましたけど、改修を行っ

ていくに当たりまして、今後、どのような予定で進めていくのか決まっていましたら教え

てください。 

○太田生涯学習課長 星が丘公民館の改修についてございます。公民館の利用者や地域の団

体の代表者、こういった方で構成されました改修検討委員会、こちらの方が組織されてい

まして、改修内容の検討が進められております。現在、６回の改修検討委員会をやりまし

て、今、ちょっとコロナウイルスの関係で、緊急事態宣言が出ている中では、今現在、７

回目を書面会議でやっているところでございます。非常に活発な議論がされているという

状況でございます。 

  令和３年度、先ほど申しましたとおり基礎調査を行います。この基礎調査の際にはこの

検討委員会の中で、例えば部屋の間取りを変えるに当たって、ここの開口部を広げられな

いかとか、そういった意見があった場合に、この基礎調査の中で構造上、問題がないかど

うか、そういったものもやる予定でおります。令和３年度が基礎調査、その後につきまし

ては、令和４年度に実施設計を行いまして、令和５年度に改修工事を行う、こういった予

定でおります。 

◎白石委員 改修によりまして、地域の皆さんからも、これまで以上に親しんでいただける

ような施設になってほしいなと思いますし、また多分、次はうちかと手ぐすね引いて待っ

ている公民館も多いかと思います。ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  続きましては、ＩＣＴを活用した社会教育の推進につきまして、お伺いをしたいと思い

ます。 

  新型コロナウイルス感染症の拡大が一向に改善されない状況ですけども、これまでどお
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り社会教育活動を行うのは今、難しい状況にあると認識しています。こういう中で、ＩＣ

Ｔを活用した学びの場を提供していくことも考えていかなければいけないと思いますけど

も、現在、公民館におけるＩＣＴ機器の導入状況についてお伺いしたいと思います。 

○佐藤学務課長 公民館におけるＩＣＴ機器の導入状況についてでございますが、各公民館

に情報発信用の端末としましてノートパソコンを１台、タブレットを１台、これを既に配

置しております。また、インターネットを利用していただくために、Ｗｉ-Ｆｉ機器、こ

ちらの方も既に配置をしているというところでございます。 

  令和３年度の予算の関係で申しますと、インターネットプロバイダーの契約料であった

り、機器のリース代、こちらについては令和２年度と同様の額を確保させていただいてい

るという、そのような状況でございます。 

◎白石委員 つきましては、今、機械のお話がありましたが、公民館でのＩＣＴの活用につ

いて、その考え方、状況についてお伺いしたいと思います。 

◎鈴木教育長 それは公民館の中で。それとも講座をやって、オンラインでいろいろやると

いう観点。どちらか。 

◎白石委員 公民館が主催となってオンラインでやったりですとか、またはそれを持ち寄っ

てやったりとか、そのような。 

○太田生涯学習課長 公民館でのＩＣＴの活用の状況なのですけれども、コロナウイルスの

影響に伴いまして公民館主催事業、やはり一堂に会してやるような事業がなかなかできな

いという状況がやはり夏ぐらいから懸念されておりました。 

  そういったことを踏まえまして、新しい生活様式に対応するためにも、オンラインによ

る講座の開催だとか、講座内容の動画配信、こちらの方を進めております。 

  今、ちょっと１２月末時点での取組状況について申し上げたいと思います。 

  Ｚｏｏｍを活用したオンラインの講座、こちらの方を開催している公民館が４館ござい

ます。それぞれの公民館で１事業ずつということで、４事業実施をしております。また、

ＹｏｕＴｕｂｅを活用した講座等の動画配信もやっておりまして、こちらの方は６つの公

民館、事業数でいいますと１７事業の講座を実施しているというところでございます。 

  生涯学習課としましても、この公民館におけるこのＩＣＴを活用した事例、こういった

ものをさらに広げるためにも、Ｚｏｏｍなどのオンラインコミュニケーションツールのこ

ういった操作研修、こういったものを開催したり、また各公民館の取組状況、こういった

ものをニューズレターという形で月に１回配信をするだとか、そのような取組をしており
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ます。また、機器的にも今年、ウェブカメラやマイク、またライト、そういったものも購

入しまして、公民館に貸し出しをする、このような取組をしているところでございます。 

◎白石委員 本当にこういうコロナ禍で人々が孤立している中で、本来こういうときこそ公

民館ですとか、社会教育のある意味、必要性がある状況だと思います。ただ、なかなか今

までどおりに人が集うことができない中で、ぜひこういうことも考えてやっていただけれ

ばと思います。 

  続きまして、市民大学につきましては、今どのような状況なのでしょうか。 

○太田生涯学習課長 市民大学につきましては、今年度、令和２年度につきましては、コロ

ナウイルスの影響により、やむを得ずに中止という形をとっております。来年度、令和３

年度につきましては、各大学や、あとは令和元年度の受講者、市民大学を受講された方に、

アンケート等を採りまして、オンラインによる講座が可能であるかどうかというようなこ

ともやっております。大学につきましても、オンラインで可能だという大学もございます

ので、受講者のＩＣＴの環境等、こういったものも踏まえて動画配信やオンライン講座な

ど、こういったものが導入できるかどうか、引き続き、検討してまいりたいと考えており

ます。 

◎白石委員 もしかしたら公民館の講座よりも市民大学の方がいわゆる、このＩＣＴを活用

した授業形態というのはしやすいのかなとも思います。各大学の協力があってこその事業

ですけども、ぜひ前向きに検討していただければと思います。 

  続きまして、図書館につきまして、図書館におけるＩＣＴを活用した取組状況について

お伺いしたいと思います。 

○遠藤図書館長 図書館におきましても、お話し会等、人が集まってやるような講座という

のが今、全て止まっておりまして、その代替ということではございませんが、来館できな

い方に向けまして、政令市や市のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル等を活用いたしまして、お話

し会とか、童歌の配信を行っているところでございます。また、今月、Ｚｏｏｍを使いま

した手作り絵本講座というものをやる予定でおりまして、新たな形態での事業の展開とい

うのを今後も進めてまいります。また、今後につきましては、様々な電子媒体により、情

報提供というのがより重要になると考えられることから、ＩＣＴを活用した図書館サービ

スというものを推進してまいりたいと考えているところでございます。 

◎白石委員 続きまして、博物館ではインターネットを通じた動画の配信が行われていると

承知しているのですけども、ここの取組についてお伺いします。 
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○兼杉博物館長 博物館でも同様に、新型コロナウイルス影響によって展示解説や講座、講

演会など、集会を伴う事業の多くを中止いたしました。そのため、今年度はその対応策と

いたしまして、ホームページ上で、ネットで楽しむ博物館といたしまして、展示室の紹介

や講座、講演会等の動画配信に取り組み、博物館の新たな利用方法につながったと考えて

おります。 

  今後は、この取組を一過性のものとはせず、引き続き自宅等で楽しみながら学ぶための

学習支援に加えまして、実物鑑賞への興味関心を高め、来館のきっかけにつながるよう、

媒体コンテンツの充実を図ってまいりたいと考えております。 

◎白石委員 今、こういうコロナ禍で、本当に今までどおりのことが前と同じようにできな

い状況になっています。 

  最後に全体を通してということになりますけども、学校教育、社会教育を通じて、本当

に今まで経験したことのない状況の中で今、日々を過ごしているわけですが、特に子ども

たちにとっては１学年、１学年がかけがえのない時期です。昨年度も、昨年度末もそうで

したが、なんかよく時間だけが過ぎて次のステップに行かざるを得ないというような状況

が続いていましたね。 

  １年が経って今年度も、まだ収束がつかない中で、ぜひこういう状況の中で、コロナな

のでできないという姿勢を取るのと、こういう中でも、どうやったらできるのかという姿

勢を取るのと、それはちょっと、お母さん方の声とか聞いていると、学校間によって、校

長先生の考え方なのか、学校ごとなのか分かりませんけども、前向きな学校と消極的な発

想は結構あるように伺っています。 

  ぜひ、教育委員会としてもできないという姿勢ではなく、どうやったらできるのかとい

うことを発信していくような姿勢であってほしいなと思います。どうも責任を負うのを恐

れているのかもしれないので、ぜひ、そういう背中を押してあげていただきたいと思いま

す。 

  それは社会教育についても同じで、こういう中で、どういうふうに今後やっていったら

できるのかという方策をこういう時期だからこそ、考えていってほしいと思いますので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

○細川学校教育部長 本当に大切な部分のご指摘をいただきました。ありがとうございます。 

  今年度、令和２年度がスタートする中では、コロナ禍でのスタートということで、教育

委員会といたしましても、学校現場といたしましても、見通しがない中でのスタートとな
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りました。 

  そうした中で中学校の修学旅行のあり方であったり、各学校２学期に集中する行事であ

ったりというところで、まず委員会として大事にしたことは学校の主体性、それはなぜか

というと、各学校は各学校の児童生徒の姿に基づいて教育課程を編成します。そこには教

員たちの、子どもたちにこのように育って欲しいという地域の願い、教員たちの願い、そ

して、子ども自身の願いがある中で、教育課程が編成され、進められていきます。 

  教育委員会といたしましては、委員会が主体となっているもの、市が行うものについて

は、今年度はなるべく削減していこう、その代わり、各学校が学校の自主性に応じてでき

る行事については、時間時数を保証していこうというスタンスでやってきました。 

  こうした中、ご指摘いただいたように校長といたしましても、手探りでいる中で、どん

どんどんどん主体的に活動できる学校もあれば、ちょっと様子を見ながらスタートを切る

という学校もありましたが、１０月以降、私もある校長たちを集めた会合の中で、各学校

の取組について本当にご指摘いただいたように、できないではなくて、何が子どもにでき

るのかということで頑張ってくださった校長方にお礼を申し上げるとともに、好事例につ

いてご紹介させていただいたところ、自分で言うのも変なのですけれども、各学校の校長

から、「勇気をもらった、やっぱり委員会が背中を押してくれているので、自分たちも子

どものために何が必要か考えながら残り、後期頑張るよ」というお声をたくさんいただき

ました。 

  確かに発信が上手な校長は、保護者にもしっかりそこが伝わって、評価もされますが、

なかなかそういうところが苦手な学校は、ともすると何もやっていないように見えてしま

うのですが、今、学校といたしましては、子どものために必要なものいよいよ３学期終盤

に差し掛かっていますので、今後も引き続きやっていくものと思います。 

  ただ、今回の予算の編成の中でも、ＩＣＴでも、何でも、各学校の差異がないようにと

いうご意見をたくさんの委員からもいただきましたので、委員会といたしましても学校が

足並みをそろえつつも各学校の個性が生かされた、そういう学校運営がなされるように支

援をしてまいりたいと思います。 

  ありがとうございます。 

◎白石委員 こういうコロナ禍に予算がない時代になってしまっていますけども、お金がな

くてもできることも数多くあるかと思います。ぜひ、まもなく卒業式のシーズンにかかり

ますけれども、本当に節目になりますので、子どもにとっても親にとってもいい卒業式が
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できたねと迎えられたらいいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎鈴木教育長 それでは、これより採決を行います。 

  議案第５号、「令和３年度相模原市教育委員会の所掌に係る予算について」を原案どお

り決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

◎鈴木教育長 ご異議ございませんので、議案第５号は可決されました。 

  ここで休憩いたします。なお、再開後の審議に関係する職員以外は退出してください。 

  ちょっと５分程度休憩を取りますのでよろしくお願いいたします。 

（休憩・１１：５１～１１：５８） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

□相模原市岩本育英奨学金奨学生の決定について 

 （公開しない会議 原案どおり可決） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

  これをもちまして定例会を閉会いたします。 

  どうもありがとうございました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   □閉   会 

午後０時０６分 閉会 

  


